
（第18527号）東 京 都 公 報令和8年4月15日（水曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
等
の
指
定
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
生
活
福
祉
部
保
護
課
）…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
等
の
変
更
、
廃
止
、

休
止
及
び
再
開
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
六

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
…
…
…（
同
）…
一二

○
在
韓
受
給
権
者
に
対
す
る
原
爆
諸
手
当
等
の
支
出
委
託
…

…
…
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
保
健
政
策
部
疾
病
対
策
課
）…
一二

○
都
道
の
供
用
開
始
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
一二

○
道
路
法
に
よ
る
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
の
指
定
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…
一四

公

告

○
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
）…
一四

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
…
…
…
…（
下
水
道
局
）…
一五

雑

報

○
令
和
八
年
度
事
業
計
画
及
び
予
算
の
要
旨
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
職
員
共
済
組
合
）…
一五

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
九
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
国
分
寺
市
戸
倉

一
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の

化
合
物



令和8年4月15日（水曜日）東 京 都 公 報（第18527号） ２
◉
東
京
都
告
示
第
五
百
九
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い

う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担

当
す
る
機
関
及
び
施
術
を
担
当
す
る
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
五

十
五
条
の
三
第
一
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年

厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第18527号）東 京 都 公 報令和8年4月15日（水曜日）３



令和8年4月15日（水曜日）東 京 都 公 報（第18527号） ４



（第18527号）東 京 都 公 報令和8年4月15日（水曜日）５



令和8年4月15日（水曜日）東 京 都 公 報（第18527号） ６

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
二
（
法
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国

残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
し
た
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
及
び
施
術
を
担

当
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
、
廃
止
、
休
止
及
び
再
開
の
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
生
活
保
護
法

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の

二
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第18527号）東 京 都 公 報令和8年4月15日（水曜日）７



令和8年4月15日（水曜日）東 京 都 公 報（第18527号） ８



（第18527号）東 京 都 公 報令和8年4月15日（水曜日）９



令和8年4月15日（水曜日）東 京 都 公 報（第18527号） １０



（第18527号）東 京 都 公 報令和8年4月15日（水曜日）１１



令和8年4月15日（水曜日）東 京 都 公 報（第18527号） １２
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特

定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
、
指
定
し
た
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機

関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
三
号
及

び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一

号
）
第
十
六
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お

い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

大
韓
赤
十
字
社

大
韓
民
国
江
原
道
原
州
市
革
新
路
五
十

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
出
の

内
容在

韓
受
給
権
者
に
対
す
る
原
爆
諸
手
当
、
在
韓
葬
祭
料
受
給
権

者
に
対
す
る
葬
祭
料
及
び
在
韓
未
払
手
当
受
給
権
者
に
対
す
る
未

払
手
当
の
支
出

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
四
月
十
五
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

赤
羽
西
台



（第18527号）東 京 都 公 報令和8年4月15日（水曜日）１３
二

供
用
開
始
の
区
間

北
区
浮
間
一
丁
目
一
番
二
十
地
先
か
ら
板

橋
区
舟
渡
二
丁
目
二
十
番
十
一
地
内
ま
で

三

供
用
開
始
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

四

供
用
開
始
の
期
日

令
和
八
年
四
月
十
五
日



令和8年4月15日（水曜日）東 京 都 公 報（第18527号） １４
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
四
月
十
五
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

赤
羽
西
台

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

北
区
浮
間
一
丁
目
一
番
二
十
地
先
か
ら
板
橋
区
舟
渡
二
丁
目
二

十
番
十
一
地
内
ま
で

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
八
年
四
月
十
六
日

公

告

毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第

八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
を
次
の

と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一

試
験
日

令
和
八
年
七
月
十
二
日
（
日
曜
日
）

第
二

試
験
の
種
類
及
び
時
間

一

一
般
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

筆
記
及
び
実
地
試
験

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二

農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

筆
記
及
び
実
地
試
験

午
前
十
時
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
分

ま
で

三

特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

筆
記
及
び
実
地
試
験

午
前
十
時
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
分

ま
で

第
三

試
験
場
所

早
稲
田
大
学
早
稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス

新
宿
区
西
早
稲
田
一
丁
目
六
番
一
号

予
定
す
る
試
験
場
所
の
定
員
を
超
え
た
場
合
等
に
、
東
京
都
内

の
他
の
場
所
で
試
験
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
四

試
験
方
法

一

筆
記
試
験

㈠

毒
物
及
び
劇
物
に
関
す
る
法
規

㈡

基
礎
化
学

㈢

毒
物
及
び
劇
物
の
性
質
並
び
に
貯
蔵
そ
の
他
取
扱
方
法

二

実
地
試
験

毒
物
及
び
劇
物
の
識
別
並
び
に
取
扱
方
法

第
五

申
請
方
法

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
こ
と
。

一

電
子
申
請

専
用
の
電
子
申
請
フ
ォ
ー
ム
（https:／／logoform

.jp／form

／tm
gform

／１５０７４６４

）
に
必
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
。

二

郵
送
申
請

㈠

申
請
書
類

ア

受
験
願
書
（
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
規
則
（
昭
和
二
十

六
年
東
京
都
規
則
第
二
十
三
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
。
）

イ

写
真
台
帳
（
規
則
別
記
第
二
号
様
式
に
縦
四
・
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
出
願
前
六

月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
上
半
身
、
正
面
向
き
の
写
真

を
貼
り
付
け
た
も
の
）

ウ

受
験
票
（
規
則
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
。
）

エ

受
験
票
を
送
付
す
る
た
め
の
封
筒
（
角
形
二
号
（
日
本

産
業
規
格
Ａ
列
四
番
の
大
き
さ
の
書
類
が
折
ら
ず
に
入
る

大
き
さ
）
の
も
の
で
、
百
八
十
円
分
の
郵
便
切
手
を
貼
付

し
、
受
験
者
の
住
所
及
び
氏
名
を
記
入
し
た
も
の
）

㈡

申
請
の
受
付
場
所

東
京
都
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
薬
事
免
許
担
当

郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目

八
番
一
号
（
東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
三
十
一
階
南
側
）

第
六

試
験
手
数
料

一
万
二
千
九
百
円
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第
七

申
請
の
受
付
期
間

令
和
八
年
五
月
一
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
月
十
九
日
（
火
曜

日
）
（
郵
送
申
請
の
場
合
、
当
日
消
印
有
効
）
ま
で

第
八

そ
の
他

一

詳
細
は
、
東
京
都
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
薬
事
免

許
担
当
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

電
話
〇
三
（
五
三
二
〇
）
四
五
〇
三

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https:／／w
w
w
.hokeniryo.m

etro.toky

o.lg.jp／anzen／iyaku／sonota／d_g／shiken

二

試
験
案
内
及
び
郵
送
申
請
の
場
合
の
受
験
願
書
用
紙
は
、
東

京
都
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
。

三

災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
試
験
を
延
期
し
、

又
は
中
止
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
東
京
都
保
健
医
療
局
健
康

安
全
部
薬
務
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
五
日

東
京
都
下
水
道
局
長

藤

橋

知

一

一

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

昭
和
二
十
八
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
五

十
八
号
東
京
都
市
計
画
下
水
道
事
業
東
京

都
公
共
下
水
道

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

四

事
業
地
の
所
在

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

昭
和
二
十
八
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
五

十
八
号
、
昭
和
三
十
年
建
設
省
告
示
第
千

二
百
六
十
六
号
、
昭
和
三
十
三
年
建
設
省

告
示
第
九
百
八
十
三
号
、
昭
和
三
十
五
年

建
設
省
告
示
第
八
百
五
号
、
昭
和
三
十
六

年
建
設
省
告
示
第
八
百
十
五
号
、
昭
和
三

十
七
年
建
設
省
告
示
第
千
九
十
二
号
、
昭

和
三
十
七
年
建
設
省
告
示
第
三
千
二
百
五

号
、
昭
和
三
十
九
年
建
設
省
告
示
第
二
百

九
十
二
号
、
昭
和
三
十
九
年
建
設
省
告
示

第
三
千
三
百
八
十
号
、
昭
和
四
十
一
年
建

設
省
告
示
第
二
千
八
百
七
十
一
号
、
昭
和

四
十
六
年
建
設
省
告
示
第
三
百
七
十
七
号
、

昭
和
四
十
八
年
建
設
省
告
示
第
五
百
六
十

七
号
、
昭
和
五
十
年
建
設
省
告
示
第
千
四

百
五
十
四
号
、
昭
和
五
十
三
年
建
設
省
告

示
第
五
十
七
号
、
昭
和
五
十
五
年
建
設
省

告
示
第
百
七
十
号
、
昭
和
五
十
六
年
建
設

省
告
示
第
六
百
四
十
号
、
昭
和
五
十
七
年

建
設
省
告
示
第
三
百
三
十
四
号
、
昭
和
五

十
九
年
建
設
省
告
示
第
三
十
号
、
昭
和
六

十
年
建
設
省
告
示
第
千
百
三
十
号
、
昭
和

六
十
二
年
建
設
省
告
示
第
三
百
一
号
、
昭

和
六
十
三
年
建
設
省
告
示
第
二
百
三
十
九

号
、
平
成
元
年
建
設
省
告
示
第
千
九
十
五

号
、
平
成
元
年
建
設
省
告
示
第
千
九
百
二

十
九
号
、
平
成
二
年
建
設
省
告
示
第
千
二

百
二
十
号
、
平
成
三
年
建
設
省
告
示
第
千

三
百
八
十
一
号
、
平
成
四
年
建
設
省
告
示

第
七
百
八
十
号
、
平
成
五
年
建
設
省
告
示

第
六
百
九
十
七
号
、
平
成
六
年
建
設
省
告

示
第
二
千
百
三
号
、
平
成
七
年
建
設
省
告

示
第
千
一
号
、
平
成
八
年
建
設
省
告
示
第

千
三
百
四
十
四
号
、
平
成
九
年
建
設
省
告

示
第
千
二
百
六
十
一
号
、
平
成
十
一
年
建

設
省
告
示
第
二
百
四
十
八
号
、
平
成
十
一

年
建
設
省
告
示
第
九
百
二
十
六
号
、
平
成

十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
六
百
四
号
、
平

成
十
三
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
三
百

十
二
号
、
平
成
十
五
年
関
東
地
方
整
備
局

告
示
第
百
二
十
八
号
、
平
成
十
五
年
関
東

地
方
整
備
局
告
示
第
二
百
三
十
一
号
、
平

成
十
七
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
二
百

六
十
六
号
、
平
成
十
七
年
関
東
地
方
整
備

局
告
示
第
四
百
七
十
六
号
、
平
成
十
八
年

関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
三
百
八
十
一
号
、

平
成
十
九
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
六

十
九
号
、
平
成
二
十
年
関
東
地
方
整
備
局

告
示
第
二
百
四
十
四
号
、
平
成
二
十
二
年

関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
百
七
十
九
号
、

平
成
二
十
七
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第

二
百
六
号
、
平
成
二
十
九
年
関
東
地
方
整

備
局
告
示
第
百
八
十
六
号
、
平
成
三
十
年

関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
六
十
三
号
、
平

成
三
十
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
二
百

五
十
九
号
、
令
和
二
年
関
東
地
方
整
備
局

告
示
第
九
十
四
号
、
令
和
三
年
関
東
地
方

整
備
局
告
示
第
六
十
七
号
、
令
和
四
年
関

東
地
方
整
備
局
告
示
第
二
百
七
十
七
号
及

び
令
和
六
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
百

五
十
五
号
の
事
業
地
に
江
東
区
海
の
森
一

丁
目
、
海
の
森
二
丁
目
、
海
の
森
三
丁
目

及
び
海
の
森
三
丁
目
地
先
並
び
に
大
田
区

令
和
島
一
丁
目
及
び
令
和
島
二
丁
目
を
加

え
る
。

備
考一

事
業
計
画
の
変
更

認
可
の
告
示

令
和
八
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
四

十
二
号

二

事
業
施
行
期
間

昭
和
二
十
八
年
十
月
十
二
日
か
ら
令
和

十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

雑

報

東
京
都
職
員
共
済
組
合
定
款
（
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
一
日
公

告
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度
事
業
計
画
及
び

予
算
の
要
旨
を
公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
五
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

栗

岡

祥

一
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